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１ 目的 

 田子の浦港におけるにぎわいを創出し、港湾振興を図るため、田子の浦港の補助対象区域におい

てイベント（不特定多数の者を対象として開催する行事をいう。）を開催する事業者に対して、補

助金を交付する。 

 

２ 概要 

（１） 補助対象区域 

ふじのくに田子の浦みなと公園、田子の浦港漁協食堂、

田子の浦港、その他市長が認める区域（漁網倉庫跡地も

含む）をいう。 

（２） 補助対象経費 

交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次

に掲げるものとする。 

⑴ 広告宣伝費（ちらし、ポスターの作成に要する費用

その他広告費） 

⑵ 委託費（イベントの運営、警備等に係る委託費） 

⑶ 会場設営費 

⑷ その他市長が必要と認める経費 

（３） 補助率及び補助限度額 

・補助対象経費の合計額（同趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を控

除して得た額）に４分の３を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額）とし、４０万円を限度とする。 

・補助金の申請は、一の年度において１事業者につき１回限りとする。 

（４） 補助対象者 

交付の対象となる事業は、補助対象区域でイベントを開催する者であって、以下のすべてに該当す

るもの。 

・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする者でないこと。 

・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする者でないこと。 

・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ

とを目的とする者でないこと。 

・富士市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者と認められ

る者でないこと。 

・定款、規約、会則等の定めを有すること。 

（５） 補助対象事業 

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象区域においてイベントを開催する事業であって、次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 田子の浦港のにぎわい創出につながると市長が認めるものであること。 

田子の浦港漁協食堂 

ふじのくに田子の浦みなと公園 

漁網倉庫跡地 
（新たな空間） 

プロムナードエリア 



⑵ イベントの参加者その他の公衆の安全が確保されていると認められるもの。 

⑶ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがないこと。 

（６） 補助対象期間 

補助金の交付決定日から令和８年３月 10 日（火）まで 

（７） 予算額 

２，２００千円 

 

３ 応募 

（１） 事前協議 

事業者は、イベントの開催（新規・継続問わず）に当たり、予定する会場の管理者と日時や使用方

法等を事前に協議すること。 

（２） 公募期間 

令和７年４月 15 日（火）から同年５月 23 日（金）までの平日午前８時 30 分から午後５時 15 分

まで（最終日は午後３時まで土・日曜日及び祝日を除く） 

（３） 必要書類（提出は紙媒体とし、Ａ４サイズで統一すること） 

① 応募申込書（第１号様式） 

② 収支予算書（第２号様式） 

③ 収支予算書の作成に当たり要した見積書の写し 

④ 会場レイアウト図 

⑤ イベントの開催に当たり静岡県田子の浦港管理事務所及び田子の浦漁業協同組合と事前に協議

を行ったことがわかる書類 

⑥ 市税完納証明書（応募代表者のもので直近１か月に発行したもの） 

⑦ その他市長が必要と認める書類 

（４） 応募方法 

富士市産業交流部産業政策課へ持参又は郵送（郵送の場合は応募期間内に必着のこと） 

 

４ 審査 

（１） 審査方法 

審査会にて、応募申込書等の各種書類及び申請者へのヒアリングにより審査し、補助事業者を内定

する。 

（２） 審査基準 

以下の基準により審査を行う。 

評 価 区 分 

にぎわい創出効果等 ・当該イベントが、対象区域のにぎわい創出に資する取組であるか 

事業費用の妥当性 ・金額が適正であるか 

計画の妥当性 ・当該イベントの安全性が確保されているか 

・事業遂行が可能な組織体制となっているか 

・事業実施スケジュールは妥当か 



事業計画書等に対する評価区分は、以下の基準で採点し、比重に応じて配点する。 

採点 採点基準 

５ 特に優れている 

４ 優れている 

３ 普通・標準 

２ 劣る 

１ 著しく劣る 

（３） 結果 

事業者に対して、採択（不採択）通知を発送する。 

 

５ 交付申請 

 審査の結果、補助事業の内定を受けた事業者は、市との協議の上で補助金の交付申請を行う。 

（１） 申請期限 

令和７年６月 27 日（金）午後３時まで 

（２） 必要書類 

交付申請書（第３号様式） 

（３） 申請方法 

富士市産業交流部産業政策課（市役所５階南側）へ持参又は郵送（郵送の場合は申請期限までに必

着のこと） 

 

６ 事業スケジュール 

項 目 実施者 時 期  内  容 

① 応募申込書の提出 事業者 
令和７年５月 23 日（金） 

午後３時まで 
応募申込書等を事務局へ提出 

② 事業計画の審査 市 令和７年５月下旬 事業内容等の審査 

③ 通知 市 令和７年６月上旬 採択（不採択）通知を事業者へ送付 

④ 補助金交付申請 事業者 
令和７年６月 27 日（金） 

午後３時まで 
採択された事業者は、補助金交付申請書を提出 

⑤ 補助金交付決定 市 令和７年７月 21 日予定 補助金交付決定通知を事業者へ送付 

⑥ 事業着手 事業者 交付決定日以降 補助金交付決定日以降、事業に着手 

⑦ 事業終了・実績報告 事業者 イベント終了後１か月以内 期日までに実績報告を事務局へ提出 

⑧ 実施内容検査 

補助金交付確定 
市 

実績報告提出後１か月以内 

実施内容の検査（支出状況や経理処理等） 

検査結果に基づき、補助金交付額を確定 

⑨ 請求 事業者 
口座振込申請書を提出（※市に口座が未登録の

場合） 

⑩ 支払 市 補助金の支払 

 

 



７ その他の留意事項 

・事業計画書、その他必要書類の作成及び提出に係る全ての費用は、応募者の負担とする。 

・応募書類に虚偽の記載をした場合は、その応募を無効とする。 

・提出された書類は返却しないものとする。 

・審査結果に関する問い合わせは不可とする。 

・応募書類提出後の記載内容の変更は不可とする。 

・審査の結果、内定となった事業者は、原則として応募時点の内容のとおりに補助金の申請を行う。但

し、市との協議により変更が妥当と認められる場合は、変更の上、補助申請を行うことができる。 

・補助金交付決定後の補助対象期間内に支出した費用のみを補助対象経費とする。交付決定前に支出

した費用や、補助対象期間を過ぎて支出した費用は補助対象外とする。 

・消費税、金融機関等への振込手数料は補助対象外とする。 

・交付決定を受けた者は、イベントの事業効果調査等への協力をすること。また、団体名及び取組内容

等が市のウェブサイトで公表されることを承諾するものとする。 

・補助事業者は、補助対象経費の収支状況を証する書類を整備し、事業完了年度の翌年度から５年間保

存すること。 

・その他、公募要領及び交付要領に定めのないことで、不測の事態が生じた場合は、市と補助事業者が

協議した上で決定する。 


